
平成２２年６月２２日
航空局技術部乗員課

操縦士に対する行政処分等について

本日、下記の事案について行政処分等を行いましたので、お知らせします。

１．スカイマーク株式会社所属の副操縦士（既に退社）及び機長が巡航中の操縦室内で、
不適切な行為を行った事案

(1)概要
① 当該副操縦士は、平成２１年４月３日ＳＫＹ６０３便をはじめ、副操縦士として

乗務した計６便において、巡航中の操縦室内で、デジタルカメラによる記念撮影を
行った。撮影の際に外部監視を怠った行為は、航空法第７１条の２の規定に違反す
るものである。

② 機長Ａは、平成２１年４月９日ＳＫＹ７０７便において、機長Ｂは、平成２２年
１月１８日ＳＫＹ５０２便において、機長Ｃは、平成２２年２月１日ＳＫＹ７２６
便において、それぞれ、巡航中の操縦室内で、副操縦士からの求めに応じ、デジタ
ルカメラによる記念撮影に加わった。撮影の際に外部監視を怠った行為は、航空法
第７１条の２の規定に違反するものである。

(2)処分内容
副操縦士（撮影者）：航空業務停止６０日（行政処分）
機 長 Ａ ：航空業務停止２０日（行政処分）
機 長 Ｂ ：航空業務停止２０日（行政処分）
機 長 Ｃ ：航空業務停止２０日（行政処分）

２．スカイマーク株式会社所属の操縦士が航空交通の指示と異なる高度を飛行した事案

(1)概要
機長及び副操縦士は、平成２２年３月１１日、新千歳空港発羽田空港行きＳＫＹ７

１６便に乗務した際、管制官から阿見上空１３，０００ｆｔ（約４，０００ｍ）の指
示を受けながら、機器への入力及び確認を怠り、当初の管制指示から高度を逸脱した。

(2)処分内容
機 長：文書注意（行政指導）
副操縦士：文書注意（行政指導）
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